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これからの「ほくとの魅力」を創る市職員を募集します

令和５年度 北斗市職員採用試験（前期試験）

市では、職員採用試験【前期試験】の申込みを受け付けます。

（第１次試験について）
●日時・会場
　７月９日（日）  北斗市総合文化センター かなで～る

●試験内容
　①第１次試験／教養試験、事務適性検査、
　　　　　　　　一般性格診断検査、論文試験
　②第２次試験／第１次試験合格者を対象に面接試験
　　　　　　　　 8月下旬予定

●申込受付期間／５月２日（火）～６月９日（金）消印有効
※７月中に市公式ホームページで第１次試験の合格者を発表予定です。

■試験区分および受験資格など

●試験案内・申込みについて
①インターネットによる申込み
　「マイナポータル ぴったりサービス」を利用してお申し込みください。
　https://myna.go.jp/SCK1501_02_001/SCK1501_02_001_Init.form

②窓口もしくは郵送による申込み
　市役所各庁舎窓口、郵送または市公式ホームページ内の申込フォームから申込書を
　請求し、市役所総務課へ直接提出またはご郵送ください。
　郵送の場合は、必ず「特定記録郵便」とし、６月９日までの消印のあるものに限り
　受け付けます。
　https://www.harp.lg.jp/wUjwSsky
※試験案内は、市公式ホームページのトピックスからもご覧いただけます。

　　市役所総務部総務課総務係 [内線223]

（オンライン申込み）

（申込書請求）

試験区分 受験資格

一般職
上　級

社会人経験者

技術職

平成５年４月２日～平成14年４月１日までに生まれた方

昭和54年４月２日～平成５年４月１日までに生まれた方

昭和63年４月２日以降に生まれた方で、次のいずれも該当する方

①学校教育法による大学、短期大学、高等専門学校、高等学校等において
　土木技術職に関する専門課程を履修し、卒業した方

②民間企業等において土木施設の設計または工事監理等の実務経験が申込み
　時点で３年以上ある方

昭和53年４月２日以降に生まれた方で、次のいずれも該当する方

①学校教育法による大学、短期大学、高等専門学校、高等学校等において
　建築技術職に関する専門課程を履修し、卒業した方

②一級建築士または二級建築士の資格を有する方

昭和53年４月２日以降に生まれた方で次に該当する方

大学、短期大学を卒業し、保健師助産師看護師法に基づく保健師免許を有する方
または今年度行われる国家試験により当該免許を取得する見込みの方

土　木

建　築

保健師

（令和５年新規採用職員）

一緒に北斗市でチャレンジしよう！


